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＜公共事業関係予算＞ 

（治山事業） 



事業費 国費

治山事業費 64,173,487 40,117,717 63,633,866 40,179,351 99.2 100.2
治山事業費（民有林直轄） 11,503,719 11,503,719 11,533,717 11,533,717 100.3 100.3

治山事業費 8,808,999 8,808,999 9,230,717 9,230,717 104.8 104.8
地すべり防止事業費 2,694,720 2,694,720 2,303,000 2,303,000 85.5 85.5

営繕宿舎費（民有林直轄分） 31,730 31,730 16,325 16,325 51.4 51.4
治山事業調査費 183,580 183,580 198,580 198,580 108.2 108.2
治山事業費補助 52,454,458 26,373,688 51,885,244 26,178,729 98.9 99.3

治山等激甚災害対策特別緊急事業費補助 1,081,819 595,000 1,754,546 965,000 162.2 162.2
山地治山総合対策事業費補助 51,372,639 25,778,688 50,130,698 25,213,729 97.6 97.8

復旧治山 27,378,850 13,832,688 26,679,515 13,528,729 97.4 97.8
山地災害重点地域総合対策 1,712,001 863,000 1,540,728 777,000 90.0 90.0
緊急総合治山 1,754,183 884,000 1,772,730 894,000 101.1 101.1
緊急予防治山 6,126,420 3,154,000 6,227,821 3,221,000 101.7 102.1
緊急機能強化・老朽化対策 1,452,910 754,000 1,489,820 765,000 102.5 101.5
地すべり防止 3,566,000 1,783,000 3,551,400 1,788,000 99.6 100.3
緊急総合地すべり防止 420,000 210,000 424,000 212,000 101.0 101.0
防災林造成 2,093,001 1,110,000 2,140,501 1,101,000 102.3 99.2
保安林整備 3,260,001 1,375,000 3,050,000 1,295,000 93.6 94.2
流域保全総合治山 3,609,273 1,813,000 3,254,183 1,632,000 90.2 90.0

後進地域特例法適用団体補助率差額 - 2,025,000 - 2,252,000 - 111.2
治山事業工事諸費（民有林直轄分） 1,314,551 1,314,551 1,320,958 1,320,958 100.5 100.5
治山事業工事諸費（調査分） 9,732 9,732 9,691 9,691 99.6 99.6

65,497,770 41,442,000 64,964,515 41,510,000 99.2 100.2

12,850,000 12,850,000 12,871,000 12,871,000 100.2 100.2
52,647,770 28,592,000 52,093,515 28,639,000 98.9 100.2

合　　　計

民有林直轄治山事業　合計

民有林補助治山事業　合計

（単位：千円、％）

事 項

令和６年度　当初予算額 令和７年度　概算決定額

令和７年度　民有林治山事業　概算決定　事業別総括表【一般会計】

事 業 費 国　　費 事 業 費 国　　費
対前年度比
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事業費 国費

治山事業費 - - 1,120,000 560,000 皆増 皆増

治山事業費（民有林直轄） - - - - - -
営繕宿舎費（民有林直轄分） - - - - - -
治山事業調査費 - - - - - -
治山事業費補助 - - 1,120,000 560,000 皆増 皆増

治山等激甚災害対策特別緊急事業費補助 - - - - - -
山地治山総合対策事業費補助 - - 1,120,000 560,000 皆増 皆増
　防災林造成 - - 1,120,000 560,000 皆増 皆増

後進地域特例法適用団体補助率差額 - - - - - -
治山事業工事諸費（民有林直轄分） - - - - - -

治山事業工事諸費（調査分） - - - - - -

- - 1,120,000 560,000 皆増 皆増

- - - - - -

- - 1,120,000 560,000 皆増 皆増

事 業 費 国　　費 事 業 費 国　　費
対前年度比

令和７年度　民有林治山事業　概算決定　事業別総括表【東日本大震災復興特別会計（復旧対策）】

合　　　計

民有林直轄治山事業　合計

民有林補助治山事業　合計

（単位：千円、％）

事 項

令和６年度　当初予算額 令和７年度　概算決定額
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＜事業イメージ＞＜事業の内容＞
＜森林保全の全体像＞
⽔源の涵養、⼭地災害の防⽌等のために必要な森林を「保安林」に指定し、

伐採規制や植栽義務等を課すとともに、保安林の機能の発揮・向上に向け、
「治⼭事業」により治⼭施設の設置や植栽等を⾏い、森林の保全・整備を推進し、
地域の安全・安⼼を確保します。

＜事業の概要＞
森林の維持・造成を通じて森林の機能を発揮・向上させ、⼭地災害等から国⺠の⽣命・財産を保全するとともに、⽔源の涵養、⽣活環境の保全・形成等を図るため、

⼭の斜⾯を安定させる⼭腹⼯や渓流の勾配を緩やかにする渓間⼯（治⼭ダム）などの⼟⽊的な⼯法と植栽等により森林を保全します。
＜事業⽬標（森林整備保全事業計画（令和６年５⽉閣議決定））＞
◯ 周辺の森林の⼭地災害防⽌機能等が適切に発揮された集落の増加（約58.1千集落［令和５年度］→約60.5千集落［令和10年度］）
◯ 防災機能の発揮の観点から森林の保全等を⾏った海岸防災林や防⾵林などの延⻑（約 9,000km［令和10年度］）

［お問い合わせ先］林野庁治⼭課（03-6744-2308）

治⼭事業＜公共＞

渓間⼯

海岸防災林造成

⼭腹⼯

なだれ防⽌施設

地すべり防⽌⼯（集⽔井・排⽔トンネル）

機能強化・⽼朽化対策
（嵩上げ・流⽊⽌施設の付加）

保安林整備（筋⼯・本数調整伐）

林野庁

森林管理局・署

都道府県

（直轄事業）

（補助事業等）

国有林直轄治山事業

補助治山事業
農山漁村地域整備交付金

民有林直轄治山事業

（国庫補助率１／２等）

（国庫１０／１０）

（国庫負担率２／３）

国有林治山事業

民有林治山事業

かん

＜治⼭事業の実施体系＞

＜治⼭事業の主な事業内容＞
◯ 復旧治⼭
…崩壊地や荒廃渓流等の復旧整備

◯ 予防治⼭
…⼭地災害が発⽣するおそれのある荒廃危険⼭地での崩壊等の予防

◯ 地すべり防⽌
…地すべり防⽌区域内で⾏う地すべり防⽌対策

◯ 防災林造成
…強⾵、⾼潮・津波、なだれ等による被害の防備のための防災林の造成

◯ 保安林整備
…機能が低下した保安林の改良整備 等

【令和７年度予算概算決定額 62,453（62,351）百万円】
（令和６年度補正予算額 31,045百万円）
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［お問い合わせ先］林野庁治⼭課（03-6744-2308）

治⼭事業＜公共＞令和７年度概算決定のポイント

＜対策のポイント＞
豪⾬や地震等に起因する⼭地災害から国⺠の⽣命・財産を守るため、令和６年能登半島地震・豪⾬からの早期復旧に加え、地震の教訓を踏まえた津波
避難路を保全する治⼭対策の強化等を図るとともに、豪⾬災害の激甚化に対応した治⼭対策の実施など、国⼟強靱化に向けた取組を推進します。

＜事業⽬標＞
周辺の森林の⼭地災害防⽌機能等が適切に発揮された集落の増加（約58.1千集落［令和５年度］→約60.5千集落［令和10年度］）

＜事業イメージ＞＜事業の内容＞
◯能登半島地震の教訓を踏まえた治⼭対策の推進

◯豪⾬災害の激甚化に対応した治⼭対策の実施

１．令和６年能登半島地震・豪⾬で発⽣した⼭地災害からの早期復旧

災害復旧事業に引き続き、⼤規模な崩壊地を⾯的に復旧するため、⺠有林直轄治
⼭事業等による集中的な復旧整備を実施します。

２．令和６年能登半島地震の教訓を踏まえた治⼭対策の推進

① 多数の治⼭・地すべり防⽌施設の調査・点検が必要になったことを踏まえ、激甚災
害に⾒舞われた地域において緊急的に実施する施設点検等を新たに⽀援します。

② 既存の治⼭施設の被災を伴う⼭地災害が多発したことを踏まえ、施設の復旧と崩
壊地の復旧を⼀体的に進めるための⽀援メニューを追加します。

③ 津波避難路を保全するための予防治⼭対策を強化します。

３．豪⾬災害の激甚化に対応した治⼭対策の実施

豪⾬の激化を踏まえ、⼭地災害危険地区で発⽣した⼭⽕事跡地における防災林の
造成と併せた治⼭施設の設置に係る⽀援を強化します。

※ このほか、⼟⽯流に対応した治⼭ダム等に異常堆積した⼟⽯や流⽊の緊急除去を、
治⼭施設災害復旧事業で実施可能にします。

※ 国有林及び⺠有林の⼀部においては、直轄で実施

能登半島地震で発⽣した多数の⼭腹崩壊

森林の機能が低下した⼭⽕事跡地

激甚災害後の治⼭施設の点検⽀援

津波避難路となっている⼭地の被災

治⼭ダムに異常堆積した⼟⽯・流⽊の除去

【令和７年度予算概算決定額 62,453（62,351）百万円】
（令和６年度補正予算額 31,045百万円）

津波避難路

予防治⼭
対策箇所

津波避難路

予防治⼭対策による津波避難路の保全

国 都道府県
1/2等

＜事業の流れ＞
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令和６年能登半島地震（令和６年１⽉１⽇発⽣，最⼤震度７）では、多数の⼭腹崩壊や⼤規模な地すべり性の崩壊等甚⼤な
被害が発⽣。⽯川県からの要請を踏まえ、特に被害が甚⼤な⽯川県輪島市及び珠洲市内の⺠有林（６区域）において、
国直轄による災害復旧等事業に引き続き、「⺠有林直轄治⼭事業」に着⼿し、本格的な復旧を実施。

１．令和６年能登半島地震・豪雨で発生した山地災害からの早期復旧
～奥能登地区（石川県）における民有林直轄治山事業について～

⺠有林直轄治⼭事業区域

輪島市

珠洲市

ふげし

鳳⾄

こうとくじ

興徳寺

みなみがた

南⽅
てらやまみなみ

寺⼭南

おおくぼ

⼤久保

おおたに

⼤⾕
⼤久保区域（輪島市）

⼤⾕区域（珠洲市）

鳳⾄区域（輪島市） 寺⼭南区域（輪島市）

興徳寺区域（輪島市） 南⽅区域（珠洲市）

・主な事業内容︓渓間⼯31基 ⼭腹⼯136ha等 ・総事業費︓8,813百万円 ・事業計画期間︓令和6年度〜令和15年度（10年間）

＜応急対策の実施状況＞
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【拡充①】⼆次災害防⽌のための既存施設等に係る緊急点検の⽀援
〜施設整備の有無にかかわらず施設の点検診断を補助対象化〜

現状・課題

拡充内容

【補助】

〈緊急機能強化・⽼朽化対策事業の拡充〉

▼予算科⽬等
・実施主体︓都道府県
・補助率︓１/２等
・科⽬
（⽬）治⼭事業費補助
（⽬細）⼭地治⼭総合対策事業費補助
（事業名）緊急機能強化・⽼朽化対策事業

２．能登半島地震の教訓を踏まえた治山対策の推進

■能登半島地震における緊急点検地区位置図

令和６年能登半島地震では、被災⾃治体だけでは対応が
難しく、林野庁からの「⼭地災害緊急⽀援チーム」や
都道府県からの職員派遣も受けながら点検を実施
（対象箇所︓約300地区（約1,500箇所））

▲治⼭ダムの変形・漏⽔

▲法枠⼯の破損

■施設の被災状況

●被害なし
●被害確認

緊急点検結果

ハード対策無しでの点検診断の実施も補助対象
（※個別施設計画の策定⼜は変更（⾒直し）が必須）

対策を要する場合、
機能強化対策・
⽼朽化対策を実施

点検診断のみの実施は補助対象外

補助対象

【現⾏（通常）】

実施設計

施⼯

実施設計

点検診断

施⼯

点検診断
※明らかに対策が必要な場合など、ハード

対策の実施のための点検診断は補助対象

○ 地震や豪⾬等により激甚な災害に⾒舞われた地域では、その影響により
地盤が不安定化するなど、余震や次期降⾬等による災害リスクが⾼まって
いる状態にあることから、発災後に林地や既存施設の被災状況を速やかに
把握し、⼆次災害防⽌対策や警戒避難体制の構築を早期に図ることが重要。
○ 令和６年能登半島地震では、多数の⼭地災害や治⼭・地すべり防⽌施設の
被災が広範囲で発⽣したため、点検箇所が膨⼤となり、被害の全容把握に
時間を要したところ。加えて、こうした点検に当たっては、⼭地や施設の
危険度評価のため、⼀定の技術⼒が必要。

○ 今後の⼤規模災害の発⽣時には、施設点検等を速やかに実施し、⼆次災害
防⽌対策や抜本的な復旧対策の⽴案につなげる必要。

▲緊急点検により法枠⼯の拡⼤崩壊の危険性を把握。
応急対策（⼤型⼟のうの設置）を実施

【現⾏】
施設整備を実施しない場合の点検診断については補助対象外

○対象事業︓緊急機能強化・⽼朽化対策事業

※1 激甚災害に指定される⾒込みの災害を含む。

【拡充後（激甚災害に⾒舞われた地域）】【拡充】
激甚災害に⾒舞われた地域（※1）に限り、既存施設等の点検診断に
ついて、施設整備の有無にかかわらず（※2）補助対象化

※2 個別施設計画の策定⼜は変更（⾒直し）の実施を必須要件。

個別施設計画の
策定⼜は変更
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【現⾏】
災害関連緊急治⼭事業（災関事業）の着⼿地区及びその
周辺地区において、⼀定の計画に基づき⾏う荒廃⼭地の
復旧整備及び荒廃危険⼭地の崩壊等の予防に係る事業

【拡充②】施設の復旧と⼀体的な治⼭対策の実施による復旧の加速化・効率化
〜緊急総合事業を治⼭施設災害復旧事業の後続事業として実施可能に〜

現状・課題

拡充内容

【補助】

〈緊急総合（治⼭・地すべり防⽌）事業の拡充〉

▼予算科⽬等
・実施主体︓都道府県
・補助率︓１/２等
・科⽬
（⽬）治⼭事業費補助（⽬細）⼭地治⼭総合対策事業費補助
（事業名）緊急総合治⼭事業、緊急総合地すべり防⽌事業

２．能登半島地震の教訓を踏まえた治山対策の推進

○対象事業︓緊急総合（治⼭・地すべり防⽌）事業

○ 令和６年能登半島地震では、多数の⼭地災害、治⼭・
地すべり防⽌施設の被災が広範囲で発⽣。地震特有の
尾根部からの⼭腹崩壊が⾯的に発⽣し、流出した⼟砂
により治⼭施設が埋没するなどの被害も発⽣。

○ 効率的かつ早期に被災地域の安全の確保や復旧を図る
ためには、被災した治⼭施設の復旧に加え、周辺の崩
壊地の復旧を⼀体的に進めることが必要。

■能登半島地震における⼭地の被災状況 ■崩壊⼟砂による施設の被災

⼭腹崩壊

▲⼤量の崩壊⼟砂により治⼭施設が埋没

○事業イメージ

▲尾根部からの⼭腹崩壊が⾯的に発⽣

【現⾏（災関事業の場合）】

⼭腹崩壊

渓流の荒廃
（緊急総合事業の対象）

災関事業
緊急総合事業

○現⾏（施設災事業の場合）

施設災害

渓流の荒廃
（緊急総合事業の対象外）

災関事業と⼀体的な
荒廃地の整備が可能

施設災事業

施設の復旧と荒廃地の
⼀体的な整備が困難

施設の復旧と荒廃地の⼀体的な整備に
より、被災エリアの復旧進度を加速し、
早期に地域の安全を確保

施設災事業

緊急総合事業

○拡充

【拡充】
治⼭施設災害復旧事業（施設災事業）の着⼿地区及び
その周辺地区についても、本事業の対象に追加
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【現⾏】
⼭地災害危険地区のうち、特に緊急性・重要性の⾼い地区が対象
・⼭地災害危険地区の危険度「a1-a2」⼜は「a1-避難路」等
→ 避難路を保全する場合、発⽣危険度「a1」評価が対象

【拡充③】津波避難路を保全する予防治⼭対策の推進
〜津波避難路を保全する場合、事業対象範囲を拡⼤〜

現状・課題

拡充内容

【補助】

〈緊急予防治⼭事業の拡充〉

▼予算科⽬等
・実施主体︓都道府県
・補助率︓１/２等
・科⽬
（⽬）治⼭事業費補助
（⽬細）⼭地治⼭総合対策事業費補助
（事業名）緊急予防治⼭事業

２．能登半島地震の教訓を踏まえた治山対策の推進

○対象事業︓緊急予防治⼭事業

○ 南海トラフ巨⼤地震等による巨⼤津波の発⽣が懸念される中、
「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」等の各種計画において、
津波対策の推進が位置付けられており、津波避難路の整備や
津波避難路の確保のための予防対策を計画的に実施する必要。
○ 令和６年能登半島地震では、崩壊⼟砂による津波避難路の被災や
津波避難路のある⼭地そのものが崩壊するなど、津波避難路が被災
した事例を確認。⼀⽅、これまでの予防治⼭対策の取組により津波
避難路が被災せず、住⺠の避難に活⽤された事例も確認。
○ 沿岸部の⼭地が津波避難路として位置づけられている、または、
津波避難路と接しているケースは全国的にも存在することから、
津波避難路の保全に向けた予防治⼭対策を強化する必要。

■津波避難路となっている⼭地の被災
（珠洲市正院町）

■予防治⼭対策により津波避難路が機能
（能登町⼩⽊）

○事業イメージ

▲津波避難路が設置されている⼭地
斜⾯への治⼭対策（⼭腹⼯）の実施

津波避難路

⼭地災害危険地区

津波避難路

▲⼭地災害危険地区に津波避難路が設置

【拡充】
津波避難路の保全（※）を⽬的とする場合、⼭地災害危険地区の
危険度が「Ａ」と「Ｂ」について事業対象として⽀援

※「津波避難路を保全対象とする場合」及び「津波避難路のある⼭地」が対象
（津波避難路については、地域防災計画等の警戒避難体制の整備に関する計画に位置付けられているものに限る。）

▲予防治⼭対策（⼭腹⼯）により斜⾯崩壊を防⽌

津波避難路

予防治⼭
対策箇所

被災危険度拡充 c2b2a2
B

（a1c2）
A

（a1b2）
A

（a1a2）
a1発

⽣
危
険
度

C
（b1c2）

B
（b1b2）

A
（b1a2）

b1

C
（c1c2）

C
（c1b2）

B
（c1a2）

c1

被災危険度現⾏
c2b2a2
B

（a1c2）
A

（a1b2）
A

（a1a2）
a1発

⽣
危
険
度

C
（b1c2）

B
（b1b2）

A
（b1a2）

b1

C
（c1c2）

C
（c1b2）

B
（c1a2）

c1

※令和６年度補正予算から措置
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森林造成と⼀体的に治⼭施設の新設を実施する場合、
【現⾏】
・保全対象要件（⼈家10⼾以上の市街地⼜は集落、公共施設等）
に加えて、
・被害森林⾯積要件（おおむね20ha以上） を満たす必要

【拡充④】⼭⽕事跡地における防災林の造成と併せた治⼭施設の設置に係る⽀援の強化
〜豪⾬の激化を踏まえ、被害森林⾯積から⼭地災害の発⽣リスクに着⽬した要件に⾒直し〜

現状・課題

拡充内容

【補助】

〈防災林造成事業の拡充〉

▼予算科⽬等
・実施主体︓都道府県
・補助率︓１/２等
・科⽬
（⽬）治⼭事業費補助（⽬細）⼭地治⼭総合対策事業費補助
（事業名）防災林造成事業

３．豪雨災害の激甚化に対応した治山対策の推進

○対象事業︓防災林造成事業（⼟砂流出防⽌林造成）

○ ⽇本では年間約1,000件以上の⼭⽕事が発⽣しており、本年は１⽉の広島県、
５⽉の⼭形県などで⼤規模な⼭⽕事が発⽣。⼭⽕事跡地は、森林の焼失により
⼭地災害防⽌機能が⼤きく低下し、⼀定期間経過後も降⾬等による⼭地災害等
の発⽣リスクが⾼い状態が継続。

○ これまでは⼤規模な⼭⽕事被害を受けた地域を対象に対策を進めてきたが、
気候変動に伴い⼤⾬が激化・頻発化する中、⼭地災害の発⽣リスクが⼤きい
地域で発⽣した⼭⽕事跡地での治⼭対策を適切に講じていくことが必要。

■令和６年５⽉に発⽣した⼭⽕事
（⼭形県南陽市）

■豪⾬により⼭⽕事跡地で発⽣した崩壊
（宮城県丸森町（令和元年東⽇本台⾵））

○事業イメージ

▲⼭地災害の発⽣リスクの⾼い地域における森林の造成と⼀体的な治⼭施設の設置

【拡充】
・保全対象要件（⼈家10⼾以上の市街地⼜は集落、公共施設等）
に加えて、
・「⼭地災害危険地区」であること を新たな要件に設定

森林造成

※被害森林⾯積から当該地の災害ポテンシャルの⾼さに着⽬した要件に切り替え

⼭⽕事跡地
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農⼭漁村地域整備交付⾦＜公共＞
【令和７年度予算概算決定額 76,249（76,999）百万円】

＜対策のポイント＞
地⽅の裁量によって実施する農林⽔産業の基盤整備や農⼭漁村の防災・減災対策を⽀援します。

＜事業⽬標＞
○ 基盤整備完了地区における担い⼿への農地集積率（約８割以上［令和７年度まで］）
○ ⽊材供給が可能となる育成林の資源量の増加（25.5億m3［令和10年度まで］）
○ ゼロメートル地帯等における海岸堤防等の津波・⾼潮対策の実施率（64％［令和７年度まで］）

＜事業イメージ＞＜事業の内容＞
１．都道府県⼜は市町村は、地域の実情に応じて農⼭漁村地域整備の
⽬標等を記載した農⼭漁村地域整備計画を策定し、これに基づき事
業を実施します。

２．農業農村、森林、⽔産の各分野において、農⼭漁村地域の⽣産現
場の強化や防災⼒の向上のための事業を選択して実施することができ
ます。
① 農業農村分野︓農地整備、農業⽤⽤排⽔施設整備、

海岸保全施設整備等
② 森 林 分 野︓予防治⼭、路網整備等
③ ⽔ 産 分 野︓漁港漁場整備、漁村環境整備、

海岸保全施設整備等
※ このほか、盛⼟による災害の防⽌に向けた緊急的な対策等を⽀援
します。

３．都道府県⼜は市町村は、⾃らの裁量により地区ごとに交付⾦の配
分が可能です。
また、都道府県の裁量で地区間の融通が可能です。

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］（農業農村分野）農村振興局地域整備課 （03-6744-2200）
（森林分野） 林野庁計画課 （03-3501-3842）
（⽔産分野） ⽔産庁計画・海業政策課（03-6744-2387）

国

都道府県

都道府県、市町村

市町村等
1/2等

交付⾦を活⽤した事業例
【農業農村基盤整備】 【⽔産基盤整備】

【海岸保全施設整備】【森林基盤整備】

ほ場整備による農業⽣産性の向
上と秩序ある⼟地利⽤の推進

⽼朽化した⽤⽔路の整備・更新

津波・⾼潮対策としての⽔⾨整備津波、⾼潮による被害を未然に
防ぐため海岸堤防の整備を推進

漁村における津波避難対策
（避難施設、避難経路の整備）

漁業作業の効率化と安全対策の
ための漁港整備（岸壁改良）

林道等の整備により効率的な
間伐材等の搬出を実現

治⼭施設による⼭地災害の未然
防⽌

1/2等

1/2等

（共通）切迫する南海トラフ地震、⽇本海溝・千島海溝周辺海溝型地震等の発⽣を⾒据えた防災インフラ整備
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■被災６県 に お け る海岸防災林復旧 ・ 再⽣ の実施状況 に つ い て
（令和６年３⽉末現在）＜事業の内容＞

■東⽇本⼤震災の津波により被災した海岸防災林の復旧・再⽣
東⽇本⼤震災の津波により被災した海岸防災林が持つ潮害の防備、⾶砂・

⾵害の防備等の災害防⽌機能を発揮させるため、⽣育基盤盛⼟の造成、
植栽⼯等により、海岸防災林の復旧・再⽣を推進します。
令和５年度末までに、復興⼯程表に基づき、復旧を要する約164kmのうち、

約163kmの植栽が完了しています。
残延⻑部分である福島県において、引き続き事業を実施します。

延長（km）

被災延長

事業完了延長

残延長

仙台湾沿岸

治⼭事業＜公共＞【東⽇本⼤震災復興特別会計】 【令和７年度予算概算決定額 560（ー）百万円】

＜事業の流れ＞

国 福島県
１／２

■海岸防災林の復旧・再⽣の進捗状況について（令和６年３⽉末現在）

◎福島県（約41km 完了）

◎⻘森県（約25km完了）

◎岩⼿県（約7km完了）

◎宮城県（約59km 完了）

◎茨城県（約11km完了）

◎千葉県（約19km完了）

（八戸市）

（神栖市）

（山元町）※仙台湾沿岸域は国が宮城県に代わって直轄で復旧

（匝瑳市）

（野田村）

（相馬市）

東⽇本⼤震災の津波により被災した海岸防災林の復旧・再⽣を実施し、国⺠の安全・安⼼の確保を図ります。

約１６４km
（青森県～千葉県）

約１６３km

※四捨五⼊の関係で、各県の完了延⻑の
合計と、完了延⻑総計（163km）は
⼀致しない。

約２km

※四捨五⼊の関係で、被災延⻑と事業完了延⻑の差と、残延⻑は⼀致しない。
※復興⼯程表に位置づけられた植栽等の実施まで完了した延⻑を指す。
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（災害復旧等事業） 



[一般会計分]

事業費 国  費 事業費 国  費 事業費 国  費

（項）山林施設災害復旧事業費 1,285,244 929,598 1,062,851 764,606 82.70% 82.25%

  （目）林業用施設等災害復旧費 【民有林直轄分】 100,598 100,598 98,606 98,606 98.02% 98.02%

直轄治山施設災害復旧事業 ５年災 - - - - - -

〃 ６年災 100,598 100,598 - - - -

〃 ７年災 - - 98,606 98,606 - -

  （目）林業用施設等災害復旧事業費補助 1,184,646 829,000 964,245 666,000 81.40% 80.34%

    （目細）治山施設災害復旧事業費補助　４年災 39,422 27,000 - - - -

〃 ５年災 85,678 60,000 39,765 27,000 - -

〃 ６年災 1,059,546 742,000 154,804 107,000 - -

〃 ７年災 - - 769,676 532,000 - -

（項）山林施設災害関連事業費 3,018,212 2,716,782 2,445,716 2,322,786 81.03% 85.50%

　（目）林業用施設等災害関連事業費 【民有林直轄分】 54,782 54,782 53,786 53,786 98.18% 98.18%

直轄治山災害関連緊急事業 40,837 40,837 39,841 39,841 97.56% 97.56%

直轄地すべり防止災害関連緊急事業 13,945 13,945 13,945 13,945 100.00% 100.00%

　（目）林業用施設等災害関連事業費補助 2,963,430 1,965,000 2,391,930 1,586,000 80.71% 80.71%

　　（目細）治山施設等災害関連事業費補助 22,000 11,000 18,000 9,000 81.82% 81.82%

（目細々）治山施設災害関連事業費補助 18,000 9,000 14,000 7,000 77.78% 77.78%

６年災 18,000 9,000 - - - -

７年災 - - 14,000 7,000 - -

（目細々）特殊地下壕対策災害関連事業費補助 4,000 2,000 4,000 2,000 100.00% 100.00%

　　（目細）林地崩壊対策事業費補助 40,430 20,000 32,430 16,000 80.21% 80.00%

（目細々）林地崩壊防止事業費補助 36,000 18,000 28,000 14,000 77.78% 77.78%

６年災 36,000 18,000 - - - -

７年災 - - 28,000 14,000 - -

（目細々）災害関連山地災害危険地区対策事業費補助 4,430 2,000 4,430 2,000 100.00% 100.00%

　　（目細）災害関連緊急治山等事業費補助 2,901,000 1,934,000 2,341,500 1,561,000 80.71% 80.71%

（目細々）災害関連緊急治山事業費補助 2,137,500 1,425,000 1,726,500 1,151,000 80.77% 80.77%

（目細々）災害関連緊急地すべり防止事業費補助 763,500 509,000 615,000 410,000 80.55% 80.55%

　（目）後進地域特例法適用団体補助率差額 - 697,000 - 683,000 - 97.99%

（項）山林施設災害復旧事業等工事諸費 【民有林直轄分】 620 620 608 608 98.06% 98.06%

合 計 4,304,076 3,647,000 3,509,175 3,088,000 81.53% 84.67%

区 分
令和６年度当初予算額 令和７年度概算決定額 対前年度比(%)

令和７年度 民有林治山災害復旧等事業　概算決定の概要

林野庁　治山課

（単位：千円）
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＜事業イメージ＞＜事業の内容＞

１．⼭林施設災害復旧事業 4,665(5,345)百万円
○ 災害により被災した治⼭・林道施設等の復旧整備を実施します。

２．⼭林施設災害関連事業 4,660(5,116)百万円
○ 災害により新たに発⽣し、⼜は拡⼤した荒廃⼭地等において、再
度災害を防⽌するため、緊急的な復旧整備を実施します。

⼭林施設災害復旧事業 ⼭林施設災害関連事業

［お問い合わせ先］ 林野庁治⼭課（03-3501-4756）
林野庁整備課（03-6744-2304）
林野庁業務課（03-3502-8349）

＜対策のポイント＞
我が国は、国⼟の⾃然的、地理的条件から、暴⾵、洪⽔、⾼潮、地震等の災害を極めて受けやすい状況にあり、毎年多くの災害が発⽣しています。災害復旧
等事業（⼭林施設）では、豪⾬、地震等により被災した治⼭・林道施設や荒廃⼭地等を早期に復旧し、国⼟の保全や⽣産活動の維持、地域の安全・安
⼼の確保を推進します。
＜政策⽬標＞
被災した治⼭・林道施設や荒廃⼭地等の速やかな復旧整備

荒廃⼭地の復旧治⼭施設の復旧 林道施設の復旧

＜事業の流れ＞

※ このほか、国有林野や、⺠有林のうち⼤規模な崩壊地等については
国による直轄事業を実施。

国 都道府県 市町村等

国 都道府県

1/2、2/3等

1/2，2/3等

（⼭林施設災害復旧事業については、激甚災害に対処するための特別
の財政援助等に関する法律等による嵩上げ制度あり）

災害復旧等事業（⼭林施設）＜公共＞ 【令和７年度予算概算決定額 9,325（10,461）百万円】
（令和６年度補正予算額 36,337百万円）
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治山施設災害復旧事業費（補助・直轄）（拡充）
【拡充内容】

・ 豪雨など異常な天然現象に伴う土石流などの発生により、土石流や流木を一定量捕捉するタイプの治山ダムに土石や
流木が異常堆積した場合、当該施設の機能が失われることとなる。

・ 機能回復のために緊急的に行う治山ダムに異常堆積した土石等の除去を、治山施設災害復旧事業の対象として追加。

【拡充理由】

・ 土石流や流木を捕捉するタイプの治山ダムは、谷の出口など、一般的に保全対象の近くに設置されるケースが多く、
異常堆積した状態が続くと（当該施設の機能が失われた状態であるため）、その後の降雨等により下流域に土石・流
木が流出する危険性が高まる。

・ このため、一定規模以上の土石等の緊急除去を行い、施設の効能回復を図るものを対象として支援しようとするもの
である。

【政策目標】

・ 被災した治山・林道施設や荒廃山地等の速やかな復旧整備

土石流に対応した治山ダムの場合 透過型治山ダムの場合
土石撤去後土石撤去前

【現行要件 ※拡充も同様の要件で実施】
〇補助
負担法（保安林内の林地荒廃防止施設が被災した場合）：１箇所の工事の費用が120万円以上 等
暫定法（保安林外の林地荒廃防止施設が被災した場合）：１箇所の工事の費用が40万円以上 等

〇直轄
民有林直轄： １箇所の工事の費用が500万円以上
国有林直轄： １箇所の工事の費用が500万円以上

【国庫負担率】
負担法：２／３等
暫定法：6.5／10

緊急除石にて機能回復 緊急除石にて機能回復

事業イメージ
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＜非公共事業関係予算＞ 



＜ 保 安 林 制 度 の 概 要 と 事 業 対 象 ＞＜ 事 業 の 内 容 ＞
森林法に基づき⺠有保安林の指定・解除等の事務及び⺠有保安林に関
する損失補償⾦の⽀払いを実施し、保安林制度の適切かつ円滑な運⽤を
図ります。具体的には、下記の内容で実施します。

① 保安林整備事業委託費 370,886 (370,886)千円
国⼟保全上⼜は国⺠経済上、特に重要な流域の⽔源の涵養や⼟砂
の流出・崩壊の防備を⽬的とする⺠有保安林等の整備を推進するため、
農林⽔産⼤⾂が⾏う当該保安林の指定・解除等の事務を⾏います。

② 保安林及保安施設地区補償⾦ 61,071 (61,071) 千円
⽔源の涵養や⼟砂の流出・崩壊の防備を⽬的とする⺠有保安林等の
指定に伴い森林所有者等が受ける損失に対して、国が補償⾦の⽀払い
を⾏います。

③ 保安林整備事業費等補助⾦ 21,050 (21,050) 千円
①の対象外の⺠有保安林に関して、都道府県知事が⾏う当該保安林
の指定・解除等の事務及び②の対象外の⺠有保安林に関して、都道府
県が⾏う損失の補償に要する費⽤の⼀部を補助します。

① 委託

③（1/2）

保安林等整備管理費（継続） 【令和７年度予算概算決定額 453,007（453,007）千円】

＜対策のポイント＞
国⺠の安全・安⼼の確保のため、⽔源の涵養や災害の防備等の公益的機能の発揮が必要な森林を計画的に保安林として指定します。保安林の指定に伴
う伐採の制限により発⽣する損失について、所有者への補償を⾏います。

＜政策⽬標＞
保安林制度により永続的に森林として維持すべき⾯積を拡⼤ 1,229万ha［令和５年度末］ → 1,306万ha［令和20年度末］

国 森林
所有者等

都道府県

② 補償⾦⽀払

＜事業の流れ＞

公益的機能の発揮に必要な森林を保安林に指定

【⾏為制限】
○⽴⽊の伐採を指定施業要件で規制
○伐採跡地への植栽の義務
○⼟地の形質の変更等の規制

指 定

公共事業⽤地に転⽤等する場合、指定を解除

解 除

・対象森林の現況や所有者情報等の調査
・保安林指定調書の作成

・解除の要件を満たすことの確認調査
・保安林解除調書の作成

指定

解除

指定事務

解除事務

⽴⽊の伐採が制限されることによる
損失を補償

損失補償

・補償額の算定調査事務
・森林所有者への補償⾦の⽀払い

損失補償事務

保安林の管理

・保安林境界の調査
・違法伐採等の調査

管理事務

③の内数
補償⾦⽀払

保 安 林

①⽔源の
涵養②⼟砂の

流出の防備
④⾶砂の
防備

⑥雪崩・落⽯
の危険の防⽌

⑧⿂つき

⑩公衆の
保健

③⼟砂の
崩壊の防備

⑤⾵害、潮害、
雪害等の防備

⑦⽕災の
防備
⑨航⾏の
⽬標の保存

⑪名所・旧跡
の⾵致の保存

［お問い合わせ先］林野庁治⼭課（03－3502－8074）
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＜事業イメージ＞＜事業の内容＞

１ ⼭地災害危険地区等の⼭地防災情報共有体制の整備について⽀援
・ ⼭地災害発⽣の危険性に関する調査データの整理
・ ⾏政と地域住⺠等が情報共有するための体制整備
・ ⼭地災害危険地区等への標識の設置

２ ⼭地防災情報の提供について⽀援
・ 林業従事者を含む⼭村地域住⺠等に対する講習会及び現地研修会の開催
・ ⼭地災害に関する⼿引き書等の作成、地域住⺠等への配布

３ ⼤規模⼭地災害発⽣時における協⼒体制の整備について⽀援
・ 近隣の都道府県等を交えて開催する研修会等の実施
・ ⺠間林業団体等との協⼒体制整備に向けた検討会の実施

〇 事業実施主体
・ 都道府県

〇 補助率
・ 定額（１／２）

＜⼭地防災情報の提供＞

＜⼭地防災情報の共有＞

林業・⽊材産業循環成⻑対策のうち
⼭村地域の防災・減災対策

＜対策のポイント＞
⼭村地域に居住する林業従事者等が適時適切に警戒避難⾏動をとれるよう、⼭地災害危険地区等の情報共有体制の整備、⼭地防災情報の提供、⼤規
模⼭地災害発⽣時における協⼒体制の整備の⽀援を⾏う。

国 都道府県

＜事業の流れ＞
交付

（定額（１/２））

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄで⼭地災害危険地区情報を公開 ⼭地災害危険地区標識の設置

⼭地防災ヘルパー講習会

＜⼤規模⼭地災害発⽣時における協⼒体制整備＞

合同現地研修会 協⼒体制検討会

【令和７年度予算概算決定額 6,186,326（6,510,953）千円の内数】

現地研修会
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